
都道府県名 項目名

養成段階 初任段階 中堅段階 ベテラン段階

・特別支援教育の動向や具体的な

支援内容、支援体制等について理

解している。

・特別支援教育の動向や具体

的な支援内容、支援体制等に

ついて理解し、特別な支援を

必要とする子どもの教育的

ニーズ等に対応している。

・特別な支援を必要とする子ども

の教育的ニーズ等に的確に対応す

るとともに、学校における特別支

援推進上の課題を理解し、その解

決に向けて取り組んでいる。

・学校（園）における特別支援

教育推進上の課題解決に向けて

取り組むとともに、範を示した

り、助言したりしている。

採用時
形成期

初任から概ね採用５年目まで

向上・発展期

概ね採用６年目から１５年目まで

充実期

概ね採用１６年目以降

・児童生徒の多様性に関する理解 ・児童生徒の多様性を踏まえ

た教育活動の実践

・児童生徒の多様性や個々のニー

ズに応じた教育活動の推進

・児童生徒の多様性や個々の

ニーズに応じた教育活動の推進

及び他の教職員に対する指導や

支援

・特別な支援及び配慮を必要とす

る児童生徒についての理解

・児童生徒個々の特性等に応

じた適切な指導と必要な支

援、他の教職員や保護者との

連携

・児童生徒個々の特性等や状況を

踏まえ、保護者や関係機関と連携

した指導や支援

・組織的・継続的な指導や支援

に向けた体制づくり及び関係機

関との積極的な連携の推進

第1ステージ

（目安：初任～３年目）

第２ステージ

（目安：４年目～10年目）

第３ステージ

（目安：11年目～）
第４ステージ

特別な支援を必要とする子ど

もの特性や背景の把握と教育

的ニーズに応える適切な指

導・支援

特別な支援を必要とする子どもの

多様性の理解と、自立と社会参加

を実現するための適切な指導・支

援と改善

チーム学校としての組織的な支援

と保護者や関係機関、地域との

連携の推進

特別支援教育についての自己研鑽

と他の教職員への指導・助言

着任時の姿 始発期 成長期 充実期 組織運営期

児童生徒一人一人の教育的ニーズ

を踏まえた適切な指導・支援を行

うことができる。

個別の指導計画や個別の教育支援

計画の意義を理解して作成し、活

用することができる。

採用時（～22歳）
基礎力の形成期

（23歳～27歳）1~5年

実践力の向上期

（28歳～32歳）6~10年

実践力の充実期

（33歳～37歳）11~15年

実践力の発展期

（38歳～47歳）16~25年

総合力の発揮期

（48歳～）26年~

・児童生徒一人一人の特性や

学習状況の理解に努め、指導

内容や指導方法を工夫してい

る。

・個別の指導計画に基づいた指導

を行い、客観的な視点による評価

を行いながら指導を改善してい

る。

・校内支援体制の充実の必要性

を理解し、教職員間の共通理解

や関係機関との連携・協働を進

めている。

・学校が組織的に行う校内支援体

制の整備を牽引している。

・校内支援体制の充実や教職

員の専門性の向上など、児童

生徒のニーズに応える教育に

貢献している。

第０期

【新規採用時】０年

第Ⅰ期

【基礎形成期】１年目～５年

目

第Ⅱ期

【資質成長期】６年目～１０年目

第Ⅲ期

【資質充実期】１１年目～２０

年目

第Ⅳ期

【深化発展期】２１年目以上

インクルーシブ教育システムの考え

方を理解している。

ユニバーサルデザインの視点

を取り入れた授業を行うこと

ができる。

各段階の指標

北海道

青森県

秋田県

山形県

岩手県

共生社会の実現に向け、専門知

識やコーディネート力をもと

に、教育的支援を行うことがで

きる

「特別支援教育の充

実」への対応力

多様性への理解と教育

支援

特別な支援を要する子ど

もに対して指導・支援す

る力

特別支援教育力

特別支援教育の視点

地域の関係機関の役割を理解し、

連携しながら、学校・家庭・地域

での支援を効果的につなぐことが

できる。

「いわて特別支援教育推進プラン」を理解し、障がいに関する知識や配慮等についての理解を深め、個に応じた指導を通じて、「共に学び、共に育つ教育」を推進し

ている。
・共生社会の実現に向けた特別支

援教育の理念や指導方法について

理解している。

宮城県 授業力



特別な支援を必要とする子供などの

個別の教育支援計画・個別の指導

計画を作成する意義と方法を理解

していること

特別な支援を必要とする子供な

どの個別の教育支援計画・個別

の指導計画の関係機関と連携し

た作成への助言ができること

特別な支援を必要とする子供など

の個別の教育支援計画・個別の指

導計画の関係機関と連携した作成

への助言・指導ができること

ステージ０

福島県が求める着任時の姿

ステージ１

【基礎形成期】概ね１～５年

目

ステージ２

【資質成長期】概ね６～１０年目

ステージ３

【資質充実期】概ね１１年目～

ステージ４

【深化発展期Ⅰ】熟練した教員

ステージ５

【深化発展期Ⅱ】管理職

(障がいの状態や特性の理解)

特別支援教育施策等の動

向や、特別な支援が必要な

児童生徒の障がい等の状態、特性

を考慮した指導・支援を行うこと

を理解している。

(生徒理解と指導等の工夫)

児童生徒の行動や環境を把握

し、実情に対応した視点を取

り入れた授業づくりを行う

等、指導・支援の工夫を行う

ことができる。

(計画の作成活用と指導等の改

善）

個別の指導計画及び個別の教育支

援計画の作成と活用を通して、指

導・支援の工夫・改善を行うこと

ができる。

（関係機関等との連携）

特別支援教育コーディネーター

等と協力し、保護者や関係機関

と連携しながら、自立と社会参

加に向けた指導・支援の充実を

図ることができる。

（校内支援体制の推進）

管理職の指導・助言の下、保護者

や地域、関係機関と連携した校内

支援体制の構築に主体的に関わる

ことができる。

(組織的支援体制の整備)

校内組織の適切な運営や、教

職員の研修を推進するととも

に、関係機関等を活用した組

織的な支援体制を整備してい

る。

採用時の姿
第１期（形成期）

授業力・児童生徒理解の向上

第２期（成長期）

教職・教科専門性の向上

第３期（発展・充実期）

校務分掌等の企画調整及び若手

教員への指導・助言

第４期（貢献・深化期）

学校運営及び若手・中堅教員への

指導・助言

・一人一人の特性や状態，困

難さ等を把握し，個に応じた

指導や必要な支援をすること

ができ

る。

・特別な配慮を必要とする児童生

徒の具体的な指導・支援方法につ

いて 指導・助言をすることができ

る。

・合理的配慮の観点を踏まえ，教

育環境の改善に向けて指導・助言

をすることができる。

・個別の教育支援計画や個別

の指導計画を活用して，個に

応じた指導や必要な支援，合

理的配慮をすることができ

る。

・個別の教育支援計画や個別の指

導計画の活用方法、保護者や関係

機関との連携について指導・助言

し，支援体制についてコーディ

ネートすることができる。

採用時の姿
ステージⅠ

（おおむね1年目～5年目）

ステージⅡ

（おおむね6年目～10年目）

ステージⅢ

（おおむね11年目～19年目）

ステージⅣ

（おおむね20年目～）

○学習指導に関する指標

指導方法・教材研究の

工夫
授業の基本技術

　授業展開の仕方や教材研究

の進め方を理解している。

　話し方、板書の仕方、発問の仕

方等の基本技術を身に付けるとと

もに、児童生徒の理解度や反応な

どを的確に捉え、同僚の助言等を

得ながら、指導方法の工夫・改善

に努めている。

　研修会への参加や同僚との情

報交換等を通して、授業力の向

上に積極的に取り組んでいる。

　児童生徒の実態を踏まえ、教科

や学年を越えて同僚と協働しなが

ら、授業力の向上に積極的に取り

組んでいる。

　教職生活を通して培った授

業力をもとに同僚への支援・

助言を行うなど、学校全体の

授業力の向上に積極的に取り

組んでいる。

児童生徒理解

　日常的な関わりや同僚からの情

報を得ながら、児童生徒の性格や

心身の状況等の把握に努めてい

る。

　同僚と積極的に情報交換を行

うなどして、児童生徒の多面

的・多角的な理解に努めてい

る。

　児童生徒一人一人に関する様々

な情報を学年や学校全体で共有で

きるよう、教員間の連絡・調整に

当たっている。

　児童生徒理解に関する専門

的な知識を身に付け、同僚へ

の支援・助言を行っている。

信頼関係づくり・教育相談

　カウンセリングマインドをもっ

て児童生徒一人一人に共感的、受

容的に接し、信頼関係の構築に努

めている。

　研修等を通して教育相談の基

本を学び、児童生徒の相談を受

け止め、適切に対応することに

より、信頼関係を築いている。

　児童生徒の悩み等を的確に把握

し、問題解決に向けて同僚と協働

しながら対応している。

　児童生徒への教員の関わり

方を観察し、教育相談の活用

や、信頼関係づくりの具体的

な方策等について、支援・助

言を行っている。

　児童・生徒指導における児

童生徒理解と信頼関係づくり

の大切さを理解している。
○児童・生徒指導に関

する指標

児童生徒との信頼関係

の構築

特別な支援を必要とする子供などの個別の教育支援計画・個別の

指導計画を関係機関と連携して作成できること

栃木県

・一人一人の特性や状態，困難さの背景等を理解し，状況に応じて

指導内容や方法，支援の仕方を工夫することができる。

・合理的配慮の観点を踏まえ，誰もが安心して学べる授業づくりや

環境づくりを行うことができる。

・全ての学校・学級に特別な配慮

を必要とする子供が在籍している可

能性があることを理解し，支援に

関する基礎的な知識を身に付け，

指導に生かすことができる。特別支援茨城県

・児童生徒や保護者の願いを踏まえて，個別の教育支援計画や個別

の指導計画を立案し，保護者や関係機関と連携して個に応じた指導

や支援を行うことができる。

宮城県 授業力

特別な支援を必要とする

児童生徒への対応
福島県



教職課程修了時
キャリア段階Ⅰ

基礎形成期

キャリア段階Ⅱ

資質向上・充実期

キャリア段階Ⅲ

資質発展・円熟期

教職課程修了時
キャリア段階Ⅰ

基礎形成期

キャリア段階Ⅱ

資質向上・充実期

キャリア段階Ⅲ

資質発展・円熟期

○ 児童生徒の実態や発達の多様性

を認めるとともに、生徒指導の意

義を理解している。

○ 個別の課題を理解し、問題

行動や学習・生活上の困難の

早期発見・即時対応を行う。

採用前【養成期】
第１ステージ

【基盤形成・ 協力期】
第２ステージ【充実・推進期】 第３ステージ【深化・中核期】

第４ステージ

【発展・後進 育成期】

障害の特性や配慮事項等の基

本的な知識を持っている 。

個別の教育 支援計画 ・個別の

指導計画 に基づいて 指導・支

援を行うとともに、集団への

指

導 ・支援を行う 。

生徒等と関わる範囲を積極的に広

げるとともに、障害の特性に応じ

た対応を行う 。

学校の中核的存在 として、 学

部・学年・分掌等と円滑に連携

し特別支援教育を推進する。

家庭・地域等と連携しながら、計

画的 ・組織的に特別支援教育を推

進するとともに、後進を育成する

。

養成段階

ステージⅠ【成長期】

(学級経営、担当教科指導等)

学級・教科担任等としての自

覚と資質能力の向上

ステージⅡ【発展期】

（学年経営、校務分掌主任等の

ミドルリーダー）ミドルリーダー

としての自覚と資質能力の向上

ステージⅢ【充実期】

（学校運営等、職員全体へ指

導・助言）チーム学校をリード

する自覚と資質能力の向上

特別な支援を必要とする幼児児童

生徒に対する学習上の困難の把握

と支援の方法

主任教諭

基礎形成期 伸長期 充実期

１～３年目 ４年目～ ９年目～

・教育課題に関わる法的な位置付

けや学習指導要領の記述を確認す

るなどして課題に対する知見をも

ち、主体的に対応することができ

る。

・教育課題についての理解を

深め、主任教諭を補佐し、分

掌組織の一員として、課題解

決のために貢献できる。

・教育課題に関する校務分掌での

重要な役割を担い、主幹教諭を補

佐するとともに、同僚や若手教員

に対して適切な助言ができる。

【　養成期　】出会い、学ぶ

――　主に、教職課程で学ぶ学生

――

【　開発期　】　学び、高め

る

―　主に、教職経験５年程度

までの教員　―

【　充実期　】広げ、分かち合う

― 教職経験５～20年（30～45

歳）程度の教員 ―

【　発展期　】　伝え、支える

― 教職経験約20年(約45歳)以上

の教員及び管理職 ―

主幹教諭

11 年目～

・教育課題について高い専門性と優れた指導力を身に付け、学校組

織における中心的な役割を担うとともに、管理職を補佐し、教員の

対応力向上に関して適切に指導・助言できる。
東京都

教員 教育管理職

・障害のある児童・生徒一人一人の能力を最大限に伸長するために、児童・生徒の実態を的確に把握

して適切な指導・支援ができる。

・本人・保護者と合意形成を図り、障害のある児童・生徒一人一人に対して合理的配慮ができる。

・特別支援教育についての高い見識をもち、自校の教育活動におい

て、必要な合理的配慮等が組織的に行われるよう、教職員に対して

適切な指導・助言を行うことができる。

教育課題に関する

対応力

障害のある子供たちの

多様なニーズへの対応

指導教諭

特別な支援を必要とする幼児児童生徒についてその状況を把握し、家庭や他の教職員、関係機関等

と連携しながら、個別に学習上の支援の工夫を行っている。

◎子どもをよく理解し、

多様な教育的ニーズに

対して適切に対処・指導

できる

神奈川県

特別な配慮を必要とする

生徒等への対応
埼玉県

特別な支援を必要とする

幼児児童生徒への学習

上の支援

千葉県

○報告・連絡・相談を密にし、他の教職員や保護者等と情報の共有

を図る。

○ 児童生徒が抱える課題や困難

を分析し、学年組織を生かして自

己指導能力を高める取組を行う。

○ 部会等を機能させ、担当者間

の調整を図りながら、組織的な

指導・支援を推進する。
個への指導・支援

教諭

学習活動の展開

○特別な支援を必要とする児童生徒に留意して指導を行う。
○特別な支援を必要とする児童生徒に組織的かつ計画的な指導を行

う。

群馬県



子どもの発達の段階とその特徴

や、カウンセリングマインドにつ

いて理解している。

教育的ニーズに応じた指導法

を学び、カウンセリングマイ

ンドをもって子どもに寄り添

い適切に対処している。

教育的ニーズに応じた指導法を同

僚教職員と共有し、校種間で共有

した情報を効果的に活用してい

る。

学校全体の教育的ニーズを把握

するとともに、校種間連携の主

体となり、組織的に子どもの支

援を推進している。

着任時（採用段階） 第１期【基礎形成期】 第２期【能力伸長期】 第３期【能力充実期】

特別支援教育の基本的な指導・支

援の考え方及び合理的配慮等の在

り方について理解している。

個々の特別な教育的ニーズに

応じた指導方法を工夫し、合

理的配慮等に基づいた指導を

行う。

個別の教育支援計画に基づいた支

援が継続するよう、その評価・改

善を適切に行う。

個別の教育支援計画に基づき、

必要に応じて関係機関との連携

や活用を進め、組織的・継続的

な支援を行う。

着任時に求める姿<理解> 基礎期<実践> 向上期<伸長> 充実・発展期<助言>

・特別支援教育の理念を理解してい

る

・特別支援教育に関わる指導・支

援の計画や合理的配慮について理

解している

・合理的配慮について理解

し、教育活動を実践する

・特別な支援を必要とする児

童生徒一人一人の教育的ニー

ズを把握し、適切な指導及び

必要な支援を行う。

特別支援教育の視点を取り入れた

授業づくり、学級経営等を行い、

学年においても推進する。

・学校全体の視点から教育活動

や基礎的環境の改善を推進す

る。

・特別支援教育に係る関係機関

との連携を推進する。

０：養成期（養成段階） １：基礎形成期（若手教員） ２：充実発展期（中堅教員）
３：学校全体への貢献期

（ベテラン教員）
４：後進の育成期（再任用教員）

・児童生徒理解に関する基礎的な

知識を身に付けている。

・特別な配慮を必要とする児童生

徒に関する基礎的な知識を身に付

けている。

・児童生徒理解に関する知識

を深め、個々の児童生徒の背

景を理解することができる。

・特別な配慮を必要とする児

童生徒の支援のために、組織

の一員として連携・協働する

ことができる。

・個々の児童生徒や学年の状況を

的確に把握することができる。

・特別な配慮を必要とする児童生

徒 の支援のための組織的な取組

を主導 することができる。

・学校全体の状況を的確に把握

することができる。

・特別な配慮を必要とする児童

生徒の支援のために、専門家や

外部機関との組織的な 連携・協

働を推進す ることができる。

・豊かな経験を生かして、自校の

生徒指導力の向上について、後

進に対する指導・助言 及び支援を

行うことができる。

福井県が求める採用時の姿
第１ステージ

教員としての基盤を固める

第２ステージ

中堅教員・ミドルリーダーとして

教育活動を牽引する

第３ステージ

経験を生かして指導・助言し、

組織的な運営をする

・特別支援教育や外国人児童生徒

等に対する支援の基本的な知識

・発達障がいに対する知識、理解

・子どもの個性、特性に応じ

た特別支援教育や外国人児童

生徒等に対する支援の理解、

実践

・合理的配慮に対する理解、

実践

・子どもの個性、特性に応じた特

別支援教育や外国人児童生徒等へ

の支援の中核として実践を牽引

・子どもの個性、特性に応じた

キャリア教育の推進

・チームの責任者として、子ども

の個性、特性に応じた特別支援

教育や外国人児童生徒等への支

援に関する組織的な対応の企

画・調整と教職員への指導、助

言

・関係機関と協働した課題の改

善、解決

採用時
第１ステージ

実践力養成期

第２ステージ

専門性充実期・協働力養成期

第３ステージ

指導力・協働力完成期

特別支援教育に関する基礎的な知

識を身につけ、重要性を理解してい

る。

児童生徒の学習上・生活上の

困難さの実態をとらえ、個別

の支援をしている。

特別支援教育に関する専門性を高

め、関係諸機関と連携・協働し、

効果的な指導をしている。

校内支援体制の充実や合理的配

慮の提供に指導力を発揮してい

る。

特別支援教育山梨県

福井県

特別な配慮を要する幼

児・児童・生徒への対

応

特別支援教育新潟県

特別支援教育

インクルーシブ教育

生徒指導を組織的・計画的に行うための長期的な見通しをもち、関

係機関や小・中・高との連携を図りながら、教職員に対して指導・

助言をする。

◎子どもをよく理解し、

多様な教育的ニーズに

対して適切に対処・指導

できる

神奈川県

富山県

石川県 児童生徒理解



０ 養成期
Ⅰ 基礎形成期相当(経験１年か

ら５年程度)

Ⅱ 伸長期相当(経験５年から10

年程度)

Ⅲ 充実期相当(経験10 年から20

年程度）

Ⅳ 次世代育成期相当管理職期相当

(経験20 年程度以上)

・様々な教育事象に関心をもち続

け、その背景を理解するととも

に、実践と理論を往還した最新の

指導方法を学ぶ。

・発達障がいや合理的配慮等

に

関する基本的な知識や考え方

を身に付け、障がいの状態や

教育的ニーズを踏まえ一人一

人に応じた支援を行う。

・授業のユニバーサルデザイ

ン化に取り組む。

・児童生徒への理解力を深めると

ともに、多様性を認め共に成長す

る集団づくりに同僚と協働して取

り組む。

・自発的・自治的に活動できる

集団づくりをする。

・同僚への指導助言や実践の発

信等を通して校内の特別支援教

育をリードする。

・地域の支援者との連携等を強化

し、課題解決に向けた体制を構築

するとともに、インクルーシブな

教育の取組等の情報を地域へ発信

する。

（次・管）

スタートライン

【基礎形成期 】

意欲的に授業実践や学級・Ｈ

Ｒ経営に取り組み、教職の基

礎を固める。

【資質向上期 】

実践を積み上げ、専門性を高め、

学校の推進力となる。

【資質充実期 】

活力ある学校運営を企画・調

整・実践し、リーダーシップを

発揮する。

【資質貢献期 】

学校管理や他の教員等への指導を

行い、広い視野で組織的な運営を

行う。

授業構想

幼児児童生徒の健康・障がい

の状態、発達の段階、興味・

関心等の観点を踏まえて個別

の指導計画等を作成し、他の

教員等から指導・助言を受け

ながら授業を計画することが

できる。

幼児児童生徒の健康・障がいの状

態、発達の段階、興味・関心等の

観点から、実態を的確に把握して

個別の指導計画等を作成し、それ

に沿った授業を計画することがで

きる。

個別の指導計画等を作成する際

に、関係機関の情報等の客観的

観点を取り入れるとともに、他

の教員等に指導・助言を行うこ

とができる。

次期学習指導要領の改定等を踏ま

えた個別の指導計画等の作成が成

されるように研修を行う等、校内

体制を整備し、推進することがで

きる。

授業実践

個別の指導計画等に基づい

て、

適切な教材・教具を活用する

等、幼児児童生徒へ効果的な

指導・援助を行うことができ

る。

個別の指導計画等に基づくと共

に、活動時の状況に応じて指導方

法・体制等を変更する等、他の教

員と協働して、幼児児童生徒への

効果的な指導・援助を行うことが

出来できる。

幼児児童生徒の状態等に配慮し

て適切な指導・援助を行うとと

もに、他の教員等に指導・助言

等を行うことが出来できる。

次期学習指導要領改訂等を踏ま

えた適切な指導・援助ができるよ

うに、校内の研究体制を整備し、

推進することができる。

評価改善

幼児児童生徒への指導・援助

について、健康・障がいの状

態、発達の段階、興味・関心

等の観

点に基づいて授業評価を行

い、

授業の内容や方法、個別の指

導

幼児児童生徒への指導・援助につ

いて、自身の授業実践とともに、

チームとしての授業実践について

適切な授業評価を行い、授業の内

容や方法、個別の指導計画等を改

善することができる。

幼児児童生徒の実態と社会や地

域から求められるニーズに対応

するという視点に立って授業評

価や授業改善を行うとともに、

他の教職員等に指導・助言を行

うことができる。

授業の評価改善のために必要な観

点、評価・指導の方法等について

研究し、普段の授業改善を行う校

内体制を整備し、推進することが

できる。

採用時 基礎・向上期 充実・発展期 深化・熟練期

児童生徒の発達等に関する知識を

得ることや、多様な児童生徒と接

する経験を持つことなどを通して、

児童生徒理解に努めている。

特別支援教育の対象となる児

童生徒一人一人に応じた指導

計画を作成するとともに、合

理的配慮を踏まえた的確な指

導を行っている。

特別支援教育に関わる専門性を高

めるとともに、自らの実践を通し

て、経験の浅い教職員の指導・助

言を行っている。

児童生徒の社会的自立を目指す

特別支援教育について、組織的

に教育活動の改善を図ってい

る。

愛知県が求める 着任時の姿
第１ステージ

教員としての基盤を固める

第２ステージ

ミドルリーダーとして推進力を発

揮する

第３ステージ

シニアリーダーとして牽引力を発

揮する

特別支援教育及び教科に関する学

習指導要領の内容、評価の観点・

評価方法等を理解し、それらを踏

まえた指導計画を作成することが

できる。

長野県 インクルーシブな教育

生徒指導力静岡県

指導力：多様性への理

解と教育支援
愛知県

岐阜県



○人権感覚をもつとともに、児童生

徒の個性を尊重し、個に応じた指

導・支援をする必要性を認識してい

る。 ○特別支援教育、外国人児童

生徒教育など特別な支援を必要と

する児童生徒に対する教育の基礎的

な知識を身に付けている。

○個の特性や背景を把握し、

適切な指導及び必要な支援を

行う。

○必要に応じて個に応じた指

導の計画を作成するととも

に、合理的配慮に基づいた指

導・支援を行う。

○実践を通して、児童生徒の

多様性への理解を深めるとと

もに、多様性を生かした教育

活動を実践しようとする。

○児童生徒一人一人の状況や特性

を踏まえた上で、関係教職員と連

携し、組織的な指導や支援が行え

るようにリードする。 ○児童生

徒の多様性に応じるため、関係諸

機関や専門機関などとの連携を推

進する。

○校内委員会などで学校全体の

視点で取組を見直し、組織的・

継続的な指導や支援体制を整え

る。 ○人権や個々の価値観を大

切にする教育の推進者として、

経験の浅い教職員の相談や助言

を行う。 ○関係諸機関や専門機

関などとの連携を積極的に推進

する。

教職着任時

第1ステージ

初任～教職経験5年次

基礎形成期

第2ステージ

教職経験6年次～10年次

伸長期

第3ステージ

教職経験11年次～20年次

充実期

第4ステージ

教職経験21年次以降

発展期

○特別な支援を必要とする児童生

徒への指導・支援の必要性と、児

童生徒が互いを尊重し、共に学ぶ

ことの大切さを理解している。

○特別な支援を必要とする児

童生徒の特性や実態の把握に

基づく指導・支援を行うこと

ができる。また、他の教職員

と連携・協力しながら、児童

生徒が共に学ぶという視点に

立った教育活動を実践するこ

とができる。

○特別な支援を必要とする児童生

徒の特性や実態を把握し、指導内

容や指導方法を工夫して適切な指

導・支援を行うことができる。ま

た、教職員間の共通理解を図りな

がら、児童生徒が共に学ぶという

視点に立った教育活動を実践する

ことができる。

○特別な支援を必要とする児童

生徒の特性や実態に応じた指

導・支援を、地域や関係機関と

連携し、適切に行うことができ

る。また、教職員間の共通理解

を深めながら、児童生徒が共に

学ぶという視点に立った教育活

動を実践することができる。

○特別な支援を必要とする児童生

徒の特性や実態に応じた指導・支

援を、地域や関係機関と連携し、

適切に行うことができる。また、

他の教職員に指導・助言しなが

ら、児童生徒が共に学ぶという視

点に立った教育活動を組織的に実

践することができる。

準備ステージ

採用前段階

基礎習得期

第Ⅰステージ

１年目～３年目

実践力形成期

第Ⅱステージ

４年目～15年目

成熟発展期

第Ⅲステージ

16年目以降

深化・応用・円熟期

支援を要する児童生徒に対する基礎

的な配慮事項の必要性について理

解している。

支援を要する児童生徒の実態

を把握し、安心して過ごせる

学級づくりができる。

支援を要する児童生徒に応じた適

切な指導・支援を校内の関係分掌

と連携して進めることができる。

関係機関や外部専門家と連携

し、積極的・計画的に支援を進

めることができる。

ステージ０

着任時

ステージ１

初任期（１年～６年）

ステージ２

中堅期（７年～１５年）

ステージ３

充実期（１６年～２４年）

ステージ４

熟練期（２５年～）

○学習指導要領等や指導案作成に

関する基礎的な知識を有し、指導

案を作成できる。

○それぞれの障害の特性を理解

し、個別の指導計画や教育支援計

画について基礎的な知識を有してい

る。

○各教科等の指導内容や指導方法

についての基礎的な知識や指導技

術を有している。

○学習評価に関する基礎的な知識

を有している。

○ＩＣＴ活用の基礎的な知識や技

能を有し、授業改善のための方

法・技術を学ぼうとする姿勢があ

る。

○学習指導要領等に基づいた

指導案を作成し、それに沿っ

た授業ができる。

○各教科等の教材研究に取り

組み、指導技術を高めること

ができる。

○障害の特性を理解した個別

の指導計画を作成し、それに

基づく授業ができる。

○主体的・対話的で深い学び

の実現に向けて、ＩＣＴ活用

も含め、授業改善に取り組む

ことができる。

○学習過程や成果に対して評

価や評定を行うことができ

る。

○学習指導要領等に基づき、内容

の系統性も踏まえて効果的な授業

を展開できる。

○障害の特性を理解した個別の指

導計画を作成し、それに基づく効

果的な授業ができる。

○各教科等の指導において、主体

的・対話的で深い学びの充実に向

けて、ＩＣＴ活用も含め、授業改

善や教材研究に取り組むことがで

きる。

○学習過程や成果に対して的確な

評価や評定を行い、授業改善に生

かすことができる。

○学習指導要領等に基づき、内

容の系統性も踏まえて効果的な

授業を展開できるとともに、他

の教職員に助言・支援できる。

○各教科等の指導において、障

害の特性を理解した個別の指導

計画に基づく主体的・対話的で

深い学びの充実に向けて、ＩＣ

Ｔ活用も含め、授業改善や教材

研究に取り組み、他の教職員に

助言・支援できる。

○学習過程や成果に対する的確

な評価や評定と、それを生かし

た授業改善について、他の教職

員に助言・支援できる。

○学習指導要領等に基づき、内容

の系統性も踏まえて効果的な授業

を展開できるとともに、他の教職

員に指導・助言できる。

○各教科等の指導において、障害

の特性を理解した個別の指導計画

に基づく主体的・対話的で深い学

びの充実に向けて、ＩＣＴ活用も

含め、新しい指導方法も積極的に

取り入れるなど授業改善や教材研

究に不断に取り組み、他の教職員

に指導・助言できる。

○学習過程や成果に対する的確な

評価や評定と、それを生かした授

業改善について、他の教職員に指

導・助言できる。

学習指導京都府

指導力：多様性への理

解と教育支援
愛知県

三重県 特別支援教育

支援を要する児童生徒の

理解と支援
滋賀県



第０期

採用時(教員養成期における

到達目)

第１期

初任期

第２期

ミドルリーダー発展期

第３期

ミドルリーダー深化期

第４期

キャリアの成熟期

○子ども一人ひとりの教育的ニー

ズに応じた指導・支援を充実させ

るための知識を身に付けている。

○自立活動の指導の意義、内容な

どを理解している。

○子ども一人ひとりに応じた

「個別の教育支援計画」及び

「個別の指導計画」を作成

し、計画に基づいた指導・支

援ができる。

○個々の障がいによる学習上

又は生活上の困難を改善・克

服するため、自立活動の観点

から目標や指導内容・支援方

法を設定し、教材・教具の工

夫ができる。

○子どもの発達の段階や認知特

性、習熟度に応じて、各教科・領

域、自立活動において指導内容や

支援方法等に創意工夫を凝らした

授業を計画することができる。

○支援の必要な子どもの指導・支

援について、経験年数の少ない教

員に対し助言することができる。

○地域の小・中学校、高等学校

等で学ぶ支援の必要な子どもに

対する指導内容や支援方法等に

ついて実践的な指導・助言がで

きる。

○プレゼンテーションスキルを

獲得し、学校内や地域に実践等

を発信することができる。

○支援の必要な子どもに対する指

導内容や支援方法等について、教

育実践と支援教育に関する理論等

に基づき、体系的に広く府内へ発

信するこ

とができる。

養成段階

（大学等で身につけておきたい基

礎的、基本的な遅疑期や技能）

【第１期】採用～５年目

実践的な指導力を伸ばす。

【第２期】６年目～20年目

職務に応じて専門性を伸ばす。

【第３期】21年目以降

より高い力を身に付け後進の育

成に生かす。

教育課題への取組

○兵庫の教育課題への

対応

●共生社会の実現に向けたインク

ルーシブ教育システム構築のため

の特別支援教育に取り組むことが

できる。

●共生社会の実現に向けたイ

ンクルーシブ教育システム構

築のための特別支援教育に取

り組むことができる。

●共生社会の実現に向けたインク

ルーシブ教育システム構築のため

の特別支援教育に取り組むことが

できる。

●共生社会の実現に向けたイン

クルーシブ教育システム構築の

ための特別支援教育に取り組む

ことができる。

学習指導

○授業実践力・授業改

善力

●学習指導要領の目標や内容に基

づき、児童生徒の実態に応じた授

業を設計することができる。

●わかる授業づくりに向けて、Ｉ

ＣＴを活用することができる。

●特別な配慮を必要とする児童生

徒の学びの過程において生じる困

難さに対応できる。

●学校教育目標や児童生徒の

実態を踏まえた年間指導計画

を作成し、計画的に授業を進

めることができる。

●学習指導要領の目標や内容

に基づき、児童生徒の実態に

応じた授業を設計することが

できる。

●わかる授業づくりに向け

て、ＩＣＴを活用することが

できる。

●特別な配慮を必要とする児

童生徒の学びの過程において

生じる困難さに対応できる。

学習指導

○専門性・探究力

●児童生徒や地域の実態に応じた

教材を開発し、効果的な教科カリ

キュラムを編成することができる。

●児童生徒や地域の実態に応じた

教材を開発し、効果的な教科カリ

キュラムを編成することができ

る。

学級・HR経営、生徒指

導

○一人一人の能力を高

める力

●社会的・職業的自立に向け、体

系的・系統的なキャリア教育に取

り組むことができる。

●保護者や関係機関と連携を図り

ながら、個別の教育支援計画や個

別の指導計画を作成できる。

●保護者や関係機関と連携を

図りながら、個別の教育支援

計画や個別の指導計画を作成

できる。

●保護者や関係機関と連携を図り

ながら、個別の教育支援計画や個

別の指導計画を作成できる。

●社会的・職業的自立に向け、

体系的・系統的なキャリア教育

に取り組むことができる。

子ども理解個の教育的

ニーズに応じた指導・

支援

大阪府

兵庫県



チームで職務を担う体制

づくり

○協働性・同僚性

●豊富な知識や経験を基に、若手

教員に対し個性や特性に応じて支

援するとともに、同僚と協働して

学校の課題に取り組むことができ

る。

基礎形成期 基礎定着期 伸長期 充実期

・家庭環境を踏まえて、児童生徒の

困り感やつまずき等の実態の把握

ができる

・他の教員からの助言・支援を得

て、個別の教育支援計画及び指導

計画を作成し、指導・支援ができ

る

・児童生徒の実態から一人一

人の教育的ニーズに対応した

個別の教育支援計画及び指導

計画の作成ができる

・個別の教育支援計画及び指

導計画に基づいた適切な指

導・支援ができる

・教員の中心となって自校におけ

る個別の教育支援計画及び指導計

画の作成と活用を推進できる

・専門的な視点に基づいた指導や

支援のモデルを示すとともに、他

の教員に助言ができる

・特別支援教育に関する校内組

織において、自校の組織的な取

組の推進ができる

・学校全体に係る特別支援教育

をリードするとともに、他の教

員の取組について指導・助言が

できる

０段階

養成期（着任時）

１段階

基礎形成期（目安：１年目～

３年目）

２段階

伸長期（ 目安：４ ～１０ 年目程

度）

３段階

充実期（目安：１１～２０ 年目

程度）

４段階

貢献期（目安：21年目以降）

・ 子供集団に適切に関わる技能や

子供たちの個性を尊重しながら個

に関わる実践的指導方法の基礎的

な知識を獲得しているとともに、特

別なニーズをもつ子供への配慮事項

等についての基本的な知識を理解

している。

子供の内面を共感的に理解

し、

校内組織等の助言を得なが

ら、

適切な指導・支援を行う。

子供の成育歴等の背景を理解し、

校内組織等と連携しながら、適切

な指導・支援を行う。

充実期前期

(11～15年目)

充実期後期

(16年目以降)

・特別な配慮を必要とする児童生

徒への指導に関する基礎理論・知

識を習得している。

・児童生徒の実態把握に基づ

いた「個別の教育支援計

画」、「個別の指導計画」を

作成し、一人ひとりの教育的

ニーズに応じた適切な指導・

支援を行っている。

・関係機関と連携しながら、「個

別の教育支援計画」に基づき「個

別の指導計画」の作成と活用を

行っている。

・組織的な校内支援体制を構築

し、関係機関等と連携を図りな

がら合理的配慮を行っている。

・個々の児童生徒の実態を的確に

把握し、担任や学年団の相談役に

なるとともに、関係機関等との連

携を積極的に図ることで、組織的

な対応ができる体制づくりに努め

ている。

採用時 自立・向上期（１～５年目） 深化・発展期（６～１０年目） 充実・円熟期（１１年目以降）

・特別な支援を必要とする子どもへ

の指導に関する基礎理論･知識を習

得している。

･特別な支援の必要な子どもの

実態把握を行い、一人一人の

ニーズに応じた指導や支援に

ついての計画を立て、実践す

ることができる。

･特別支援教育について理解を進

め、ユニバーサルデザインの視点

を取り入れた授業を行うことがで

きる。

･校内での支援体制の構築や関係

機関及び異校種との連携など、

特別支援教育を組織的に推進す

ることができる。

中堅教員（後半） ミドルリーダー

50代～　総合力発揮期新規採用時 20代　基本的資質能力形成期 30代　実践的指導力向上期

島根県 特別支援教育の推進

岡山県 確かな指導力

40代　実践的指導力充実・発揮期

子供の自己指導能力の育成を図るための積極的な生徒指導につい

て、様々な関係機関等と連携して環境を整備する。また、管理職の方

針のもと、校内組織等においてリーダーシップを発揮する。

鳥取県
特別な配慮を必要とする

児童生徒への指導

充実期（第2ステージ）

(11年目以降)キャリアスタート期

（教員養成完成時・採用時）

育成期（第1ステージ）

(1～5年目)

向上期（第2ステージ）

(6～10年目)

兵庫県

奈良県

特別な支援を必 要とす

る児童生徒への指導・

支援

個に対する指導・支援和歌山県



●授業をつくる力 ●生徒指導・教

育相談・児童生徒理解の力 ●学級

（ＨＲ）経営の力 ●教育課題を解

決しようとする力 ●コミュニケー

ション力 ●教職への思い ●社会人

としての自覚 ●向上心

●児童生徒の実態把握や授業

規律を確保する力

●生徒指導、教育相談の基礎

的スキルを身に付け、学級

（ＨＲ)経営等に生かす力

●新たな教育課題に対応する

ための学び続ける力

●管理職や同僚等からの指

導・助言を受け入れたり、管

理職や同僚等に報告・連絡・

相談したりする力

●家庭・地域と情報共有し、

信頼関係を築く力

●個に応じた学習指導や新しい学

びを展開できる力

●問題行動等の未然防止のため

に、人間関係づくり等を積極的に

進める力

●新たな教育課題への対応を進め

る力

●同僚性の向上に取り組んだり、

若手教員に助言したりしながら、

分掌間の連携や情報の共有を行う

力

●家庭・地域、他校や関係機関と

連携する力

●創意工夫のある質の高い授業

を行い、授業改善に取り組む力

●高い専門性等を生かし、児童

生徒の主体性の育成等を組織的

に進める力

●新たな教育課題への対応を組

織的に進

める力

●ＯＪＴを推進するとともに、

学校の課題解決に向けた取組を

企画・調整する力

●家庭・地域、他校や関係機関

と連携し、課題を解決する力

●授業改善に向けた助言を行い、

組織全体の授業力を向上させる力

●校内における推進的な調整を行

い、児童生徒の主体性の育成等を

組織的に進める力

●新たな教育課題への対応を組織

的に進める力

●学校全体のＯＪＴを推進すると

ともに、解決策の提案や調整等を

行う力

●開かれた学校づくりの推進に貢

献する力

●魅力ある授業を実践し、組

織全体の授業力向上に貢献す

る力

●卓越した専門的知識等を発

揮し、組織全体の生徒指導力

向上に貢献する力

●新たな教育課題への組織的

な対応を指導する力

●ＯＪＴにより技能等を伝承

するとともに、豊かな経験に

基づいて企画・調整する力

●家庭・地域、校種の異なる

学校や関係機関とのネット

ワークを活用し、課題を解決

する力

採用期 充実期 発展期 指導教諭

・特別な支援を必要とする幼児児

童生徒の障害の特性及び心身の発

達を理解している。

・特別の教育的ニーズのある幼児

児童生徒の学習上又は生活上の困

難とその対応を理解している。

・幼児児童生徒の多様性を教

育的ニーズとして丁寧に見取

り，そのニーズに応じた指導

を計画的に進めていくことが

できる。

・特別な支援を必要とする幼児児

童生徒の個別の指導計画を作成す

る意義と方法を理解している。

・合理的配慮や基礎的環境整備に

ついて理解している。

・特別な支援を必要とする幼

児児童生徒を含め，全ての幼

児児童生徒の持てる能力を高

めることができる。

採用時 若手【自立・向上期】 中堅【充実期】 ベテラン【発展期】

○特別支援教育やインクルーシブ教

育システムの理念、合理的配慮の

提供に関する考え方を理解してい

る。

○特別な教育的支援を必要とする

児童生徒の多様な教育的ニーズを

理解しようとしている。

○障害等により困難を示す児

童生徒の気持ちや、その背景

を理解しようとしている。

○障害等による困難に応じた

多様な学習指導、学級経営の

方法を知っている、又は活用

している。

○校内支援体制の仕組みや個

別の教育支援計画・個別の指

導計画の作成について理解

し、参画している。

○児童生徒の障害者理解を深める

指導や交流及び共同学習の内容・

方法の改善に努めている。

○特別支援教育の視点を取り入

れ、自分の学習指導、学級経営、

生徒指導の幅を拡げている。

○個別の教育支援計画や個別の指

導計画を活用し、他の教職員や校

内コーディネーター、家庭、関係

機関と連携して支援している。

○児童生徒の障害者理解を促進

す

るための実践を蓄積し、校内へ

の普及・継承を進めている。

○特別支援教育の視点を踏まえ

た

学習指導・学級経営・生徒指導

の実践を蓄積し、校内への普

及・継承を進めている。

○個別の教育支援計画や個別の

指

導計画の活用、校内委員会や事

例検討会の充実等に向け、中心

的役割を果たしている。

採用時に求める姿 <第1ステージ> <第3ステージ>

養成期 基盤形成期 伸長・充実期 深化・発展期 熟達期

<第2ステージ>

徳島県
幼児児童生徒理解・

指導力

広島県

・学校内の協力体制を構築すると

ともに，保護者や学校間，関係機

関との連携協力体制の整備を図る

ことができる。

・特別支援教育に関係する法令，

教育課程及び指導方法についての

知識を基に，関係教職員に助言，

支援することができる。

・学校内の協力体制を構築する

とともに，保護者や学校間，関

係機関との連携協力体制の整備

を推進することができる。

・特別支援教育に関係する法

令，教育課程及び指導方法につ

いての豊かな知識を基に，関係

教職員に指導助言を行うことが

できる。

特別支援教育山口県

特別な支援

岡山県 確かな指導力



○幼児児童生徒理解の意義を理解

し、生徒指導や教育相談等の基本

的な方法を身に付けている。

○幼児児童生徒に向き合い、

一人ひとりの人格を尊重し、

共感的理解に努めるととも

に、社会的資質や行動力を高

めるよう指導・支援をしてい

る。

○幼児児童生徒を深く理解し、細

やかな配慮をするとともに、全て

の教職員で幼児児童生徒の理解や

指導・支援の方針について共通理

解を図る環境づくりをしている。

基礎期 発展期 深化期

子供とのかかわりを通して、子

供の発達の段階や成長の背景、

配慮を必要とする子供へのかか

わり方を理解する。

子供の発達の段階や成長の背

景

を理解し、子供との関係を深

め

るとともに、配慮を必要とす

る

子供への対応など、個に応じ

た

適切な理解ができる。

子供に対する豊かな理解力と豊

富な指導経験を生かし、子供の

個性が発揮できるよう多方面か

らの配慮ができる。

採用段階 基盤形成期 資質・能力向上期 資質・能力充実期 資質・能力発展期

特別支援教育に関する基礎的な知

識を身に付ける。

支援が必要な児童生徒の特性

を理解し、適切に対応する。

特別支援教育の視点に立った実践

的指導力を持つ。

新規採用期（０～１年） 若年前期（２～４年） 若年後期（５～９年） 中堅期（10年～） 発展期（20年～）

保護者等との信頼関係を構築する

とともに、児童生徒一人一人の実

態を把握し、対応に生かすことが

できる。

校内組織や保護者・関係機関

等と連携し、個や集団に応じ

た適切な指導・支援を行うこ

とができる。

校内組織や保護者・関係機関等と

連携し、個や集団に応じた適切な

指導・支援を行うことができる。

関係機関等と連携した個や集団

に応じた指導・支援の在り方に

ついて、具体的に提案すること

ができる。

校長等の指示を受け、関係機関等

との連携体制や校内支援体制を整

備し、その運営に取り組むことが

できる。

養成 基礎・向上 充実・深化 発展① 発展②

主幹教諭・指導教諭

志・基盤 基礎・基本 主体性・専門性 高度性・指導性 経営参画、指導・助言

児童生徒理解
児童生徒理解と指導の意義・重要

性を理解できる。

学級の児童生徒を取り巻く環

境や発達の状況を理解し、児

童生徒一人一人を支援するこ

とができる。

学年の児童生徒を取り巻く環境や

発達の状況を理解し、児童生徒一

人一人を主体的に支援することが

できる。

児童生徒を取り巻く環境や発達

の状況を多面的に理解し、学校

全体での支援を主導することが

できる。

児童生徒を取り巻く環境や発達の

状況を多面的に理解し、理解の方

法や内容について教職員に指導・

助言ができる。

指導・支援
個や集団に対する指導の基盤とな

る指導技術を理解できる。

保護者や校内組織と連携し

て、個に応じた指導ができ

る。

関係機関等と連携した学年全体の

指導ができる。

関係機関等と連携した学校全体

の指導について、指導性を発揮

することができる。

関係機関等と連携した学校全体の

指導について、具体的なコーディ

ネートができる。

若手 中堅 ベテラン スーパーティーチャー等

養成期 基礎期 深化期 充実期 発展期

教諭

福岡県

採用前
教諭、講師

生徒指導

佐賀県

支援が必要な児童生徒に組織的・計画的に対応するなど、学校の中

核として特別支援教育の推進に努める。

特別支援教育実践力愛媛県

高知県
特別な配慮を要する児童

生徒への対応

徳島県
幼児児童生徒理解・

指導力 ○幼児児童生徒の発達や個性等をより多面的に理解し、長期的な視

野をもって社会的資質や行動力を獲得できるよう意図的・計画的に

指導・支援をするとともに、若手教員に助言をしている。

香川県 子供理解



個々の子どもの特性や状況に応じ

た対応の必要性と生徒指導の意義

を理解している。

学級経営や生徒指導及び進路

指導に関する専門的知識・技

能

を持ち、発達段階に応じて適

切に指導している。

学級経営や生徒指導及び進路指導

に関する専門的知識・技能を持

ち、発達段階に応じて適切に指導

するとともに、同僚への適切な指

導・助言で学校力を高めている。

学級経営や生徒指導及び進路指

導に関する高度な専門的知識・

技能と実践力を持ち、発達段階

に応じた適切な指導を行うとと

もに、教職員への適切な指導・

助言で学校力を高めている。

学級経営や生徒指導及び進路指導

に関するより高度な専門的知識・

技能と実践力を持ち、発達段階に

応じた適切な指導を行うととも

に、教職

員への適切な指導・助言で学校力

を高めている。

教育相談

子どもの心理と発達に関する基礎的

な知識を習得し、個や集団を指導

する技能を理解している。

保護者や校内組織と連携し

て、発達段階と個に応じた適

切な指導を行っている。

関係機関等と連携した学校全体の

指導を行っている。

関係機関等と連携した学校全体

の指導や同僚に対して適切に指

導・助言を行っている。

関係機関等との連携の推進及び教

育環境の整備を的確に行ってい

る。

特別な配慮を必要とする

児童生徒への指導力

第０ステージ

新規採用時

第1ステージ

初任研～若手研

1～５年目

第2ステージ

若手研以降～中堅研

６年目～１１年目

第3ステージ

中堅研以降～１５年研

１２年目～１６年目

第４ステージ

１５年研以降

１７年目～

小中高

特別支援教育の意義や発達障害等

について基礎的な事項を理解してい

る

発達障害等の障害特性や対応

方法について理解し、個々の

障害に対する適切な対応を行

うことができる

個々の障害に対して適切に対応す

るとともに、特別支援教育の理念

や意義を全体の教育に反映させる

ことができる

保護者や関係機関等と連携し、

個別の対応を充実させたり、学

校の特別支援教育体制を構築し

たりすることができる

個別の対応について教職員に指導

助言をしたり、中核となって学校

の特別支援教育体制を強化したり

することができる

特

特別支援教育の意義を理解すると

ともに、障害種について基礎的な

知識を身に付けている

障害特性を理解し、個々の発

達課題について適切な把握及

び対応を行うことができる

様々な障害に対して理解を深め、

発達課題に応じた指導計画の立

案、改善及び指導や支援を適切に

行うことができる

保護者や関係機関等との相談を

適切に行うとともに、教職員に

指導助言をすることができる

様々な障害について高度な専門的

知識と指導力を持ち、中核となっ

て特別支援教育を推進することが

できる

採用段階 基礎期（１～５年） 向上期（６～１０年） 充実期（１１～１６年） 発展期（１７～２５年） 円熟期（２６年～）

養成段階で身に付けるべき教科の

専門性を基盤にした学習指導・生

徒指導等の基礎的な能力。

学習指導・生徒指導等をはじ

め職務に関する基礎的な知識

や技能を習得し、活用する能

力。

学習指導・生徒指導等をは

じめ職務に関する実践的・専

門的な知識や技能を習得し、

活用する能力。

学習指導・生徒指導等をはじめ

職務に関する高度な知識や技能

を習得し、ミドルリーダーとして

効果的に実践できる能力。

学習指導・生徒指導等をはじめ職

務に関するより高度な知識や技能

を習得し、中核教員として全校的

視野に立った実践的指導力を学校

内外へ発

揮する能力。

学習指導・生徒指導等をはじ

め指導者としての豊かな経験

とさらに高度な知識、熟練し

た技能を活かした教員の力量

形成を支援・指導する能力。

第０ステージ

養成期

第１ステージ

基礎形成期

第２ステージ

発展期

第３ステージ

充実・深化期

第４ステージ

円熟期

児童生徒理解
児童生徒指導の意義と重要性を理

解することができる。

学級の児童生徒を取り巻く環

境を理解し、児童生徒一人一

人に向き合うことができる。

学年の児童生徒を取り巻く環境を

理解し、児童生徒一人一人に向き

合うことができる。

学校の児童生徒を取り巻く環境

を理解し、学校全体に発信する

ことができる。

学校の児童生徒を取り巻く環境に

ついて、教職員相互の理解を促進

することができる。

児童生徒指導
個や集団を指導するスキルを理解

することができる。

保護者や校内組織と連携し

て、個に応じた指導ができ

る。

関係機関等と連携した学年全体の

指導ができる。

関係機関等と連携した学校全体

の指導や同僚への指導助言がで

きる。

関係機関等と連携する環境の整備

と連携の推進ができる。

養成期
能力育成期

（１～５年）

能力拡充期

（６～１０年）

能力発揮期Ⅰ

（１１～２０年）

能力発揮期Ⅱ

(２１年～)

学習指導要領を理解するととも

に、授業のイメージをもつことがで

きる。

目標を明確にし、児童生徒の

実態に配慮した授業づくりが

できる。

目標を明確にし、学校の課題を意

識した授業づくりができる。

目標を明確にし、学校や地域の

課題を意識した授業づくりがで

きる。

目標を明確にし、学校や地域の課

題を意識したカリキュラム編成が

できる。

養成期

採 用 前

Ⅰ・初任期

１~５年経験相当

Ⅱ・発展期

６～10年経験相当

Ⅲ・充実期

11～20年経験相当

Ⅳ・円熟期

21年経験相当～

障害の特性や支援の方法，支援体

制の必要性等を理解している。

特別支援教育に関する基本的

な知識を活用できる。

特別支援教育の基本的な知識を基

に，個に応じた指導ができる。

特別支援教育の専門的な知識を

基に，個に応じた指導ができ

る。

特別支援教育を他の職員と連携し

て推進できる。

長崎県

熊本県 実践的指導力等

生徒指導

佐賀県

鹿児島県 特別支援教育の推進

大分県

宮崎県 授業力



学校に活力を与える！

採用ステージ

（１年目）

担当校務をしっかり担う！

基礎ステージ

（概ね３年目前後）

教育活動を推進する！

充実ステージ

（概ね８年目前後）

中心的な役割を果たす！

発展ステージ

（概ね13年目前後）

全校的な視点から学校を支える！

指導ステージ

（概ね18年目以降）

○学習指導要領を踏まえた指導計

画を立てることができる。

○教材研究の意義を理解し、丁寧

な教材研究を行うことができる。

○教材の提示方法や指導形態、評

価規準の設定等の学習指導に関す

る基礎的・基本的な知識・技能等

を生かして、児童生徒等の実等態等

を踏まえた指導計画を立てること

ができる。

○学習指導要領や沖縄県のめ

ざす授業像を自らの指導実践

と関連付けた指導計画を立て

ることができる。

○教材研究を丁寧に行い、学

習指導に関する知識・技能等

を生かして、児童生徒等の実

態等に応じた指導計画を立て

ることができる。

○教材研究を充実させ、創意工夫

を生かして、個に応じた指導の充

実を図る適切な指導計画を立てる

ことができる。

○経験の浅い教員に積極的に関わ

る等、他の教員と連携・協働し

て、系統的・体系的な指導計画を

立てることができる。

○これまでの教材研究や授業研

究の成果等を生かして、個に応

じた指導の充実を図り、学校全

体の状況や地域の実態等を踏ま

えた効果的な指導計画を立てる

ことができる。

○教科や学年等における指導計

画の作成において、中心的な役

割を果たし、他の教員に指導・

助言をすることができる。

○豊かな教材観や経験等を生かし

て、全校的な視点から、より効果

的・効率的な指導計画を立てるこ

とができる。

○指導計画の作成において、校内

の連携・協働体制を支え、他の教

員に適切な指導・助言をすること

ができる。

沖縄県 授業実践力


